
地方公営企業法第３３条の２の規定に基づき、次の者を京都市交通局公金収納受託者

として、公金の徴収事務を委託します。 

令和８年３月３１日 

京都市公営企業管理者 

交通局長 北村 信幸 

１  京都市交通局公金収納受託者の名称及び所在地 

 

２  京都市交通局公金収納受託者に委託する徴収事務の種類 

    道路運送法第３５条に基づき実施する一般乗合旅客自動車運送事業の管理の受委託に

伴う、京都市乗合自動車の旅客運賃等の徴収事務 

３  京都市交通局公金収納受託者として指定した日 

    令和６年４月１日 

４  京都市交通局公金収納受託者へ徴収事務を委託した日 

    令和６年４月１日 

（交通局自動車部管理課） 

 

名称 所在地 

阪急バス株式会社 豊中市岡上の町１丁目１番１６号 

近鉄バス株式会社 東大阪市長栄寺１９番１７号 

京都バス株式会社 京都市右京区嵯峨明星町１番地の１ 

エムケイ株式会社 京都市南区西九条東島町６３－１ 

西日本ジェイアールバス株式会社 
大阪市阿倍野区松崎町２丁目２番地２５号 

阿倍野松崎町ＮＫビル２階 

京都市公営企業管理者       

交通局長　北村　信幸  　　  


